	平成３０年度

東舞子サッカークラブ
	（　）入会申込書

	
	（　）継続申込書


「会員のちかい」

　私は東舞子サッカークラブのきまりを守り、互いに協力し、つねに最善をつくします。

練習・試合は休まないようにがんばります。

本人署名　　　　　　　　　　　　　　0
「保護者のちかい」

　東舞子サッカークラブの趣旨に賛同し、会のきまりを守ることを約束します。

なお、本人が会の活動に耐え得る健康体であることは、保護者である私が責任をもちます。

練習・試合はできるだけ休まないようにさせます。

また、月１～２回程度の引率当番に協力します。

2018/4/1現在

	フリガナ

会員氏名

男 ・ 女　
	平成　　年

月　　日生
	血液型

型

	小学校　第　　学年
	幼稚園・保育園・保育所

	保護者氏名　　　　　　　　㊞

	住所　〒　　　－

TEL(　　　)　　　－　　　　　/ FAX(　　　)　　　－
E-mailｱﾄﾞﾚｽ　パソコン(　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　)

E-mailｱﾄﾞﾚｽ　携帯　　(　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　)

	不在・緊急時の連絡先

　　　携　帯　父(　　　)　　　　－　　　　　，母(　　　)　　　　－

その他(　　　)　　　－


◎　スポーツ安全協会スポーツ傷害保険料　　　 ８００円（全員）

◎　東舞子スポーツクラブ総合会費

５００円（全員）

◎　サッカー協会登録諸費用

　　３,９００円（４年生以上）

◎　第１期
　４～　６月分
　　５,０００円（２,０００円）

◎　第２期
　７～　９月分
　　５,０００円（２,０００円）

◎　第３期
１０～１２月分
　　５,０００円（２,０００円）

◎　第４期
　１～　３月分
　　５,０００円（２,０００円）

（　）内は、就学前児童会費

途中入会の皆様へ

『スポーツ安全協会スポーツ傷害保険』について
東舞子サッカークラブへの入会、ありがとうございます。

活動に際し、入会されました皆様に了解していただきたいことがあります。

入会の際に手続きしていただきました、『スポーツ安全協会スポーツ傷害保険』の効力が有効となるのが入金後となります。

会としましては、時期を決めて入金手続きを行っているため、入会手続き完了から入金までの期間、保険の効力を有しないままの活動となります。

もし、この期間中の活動においてけが等をしましても、補償の対象外となります。この点をご理解の上、活動願います。

また、了解して頂けない時には、入金完了となり保険の効力が有効となるまで活動を控えてくださるようお願いいたします。

上記について了解の上、活動をさせます。

保護者名


㊞

